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糸満市都市公園条例（平成１７年糸満市条例第２８号）新旧対照表 

改正後 改正前 

別表第６（第２３条関係） 別表第６（第２３条関係） 

糸満市西崎球場 糸満市西崎球場 

(1) 野球場を利用する場合 (1) 野球場を利用する場合 

利用区

分 

練習の場合 大会又は興行の場合 

入場料を徴収しない

場合 

入場料を徴収する場

合 

小 ・

中・高

校生 

２時間につき 

５９０円 

１試合につき 

１，１８０円 

第２試合からは１試

合増す毎に５９０円

追加する。 

１試合につき 

１，１８０円 

第２試合からは１試

合増す毎に５９０円

追加し、 

午前 ２，３５０円 

午後 ２，３５０円 

１日 ４，７２０円 

を加算する。 

大 学

生・一

般 

２時間につき 

１，７８０円 

１試合につき 

１，７８０円 

第２試合からは１試

合増す毎に９４０円

追加する。 

１試合につき 

１，７８０円 

第２試合からは１試

合増す毎に９４０円

追加し、 

午前 ２，３５０円 

午後 ２，３５０円 

１日 ４，７２０円 

を加算する。 

職業チ

ーム 

午前 ７，１１０円 

午後 ７，１１０円 

午前 ７，１１０円 

午後 ７，１１０円 

最高入場料（税込）

に１００を乗じて得

利用区

分 

練習の場合 大会又は興行の場合 

入場料を徴収しない

場合 

入場料を徴収する場

合 

小 ・

中・高

校生 

２時間につき 

５４０円 

１試合につき 

１，０７０円 

第２試合からは１試

合増す毎に５４０円

追加する。 

１試合につき 

１，０７０円 

第２試合からは１試

合増す毎に５４０円

追加し、 

午前 ２，１４０円 

午後 ２，１４０円 

１日 ４，２９０円 

を加算する。 

大 学

生・一

般 

２時間につき 

１，６２０円 

１試合につき 

１，６２０円 

第２試合からは１試

合増す毎に８５０円

追加する。 

１試合につき 

１，６２０円 

第２試合からは１試

合増す毎に８５０円

追加し、 

午前 ２，１４０円 

午後 ２，１４０円 

１日 ４，２９０円 

を加算する。 

職業チ

ーム 

午前 ６，４６０円 

午後 ６，４６０円 

午前 ６，４６０円 

午後 ６，４６０円 

最高入場料（税込）

に１００を乗じて得
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改正後 改正前 

１日 １４，２２０

円 

１７時以降１時間に

つき ２，３５０円 

１日 １４，２２０

円 

１７時以降１時間に

つき ２，３５０円 

た額に上欄の利用料

金を加算する。 

興行・

その他 

午前 ５，９２０円 

午後 ５，９２０円 

１日 １１，８５０

円 

１７時以降１時間に

つき １，７８０円 

午前 ５，９２０円 

午後 ５，９２０円 

１日 １１，８５０

円 

１７時以降１時間に

つき １，７８０円 

最高入場料（税込）

に１００を乗じて得

た額に上欄の利用料

金を加算する。 

 

１日 １２，９３０

円 

１７時以降１時間に

つき ２，１４０円 

１日 １２，９３０

円 

１７時以降１時間に

つき ２，１４０円 

た額に上欄の利用料

金を加算する。 

興行・

その他 

午前 ５，３８０円 

午後 ５，３８０円 

１日 １０，７７０

円 

１７時以降１時間に

つき １，６２０円 

午前 ５，３８０円 

午後 ５，３８０円 

１日 １０，７７０

円 

１７時以降１時間に

つき １，６２０円 

最高入場料（税込）

に１００を乗じて得

た額に上欄の利用料

金を加算する。 

 

備考 備考 

午前とは、９時から１３時までをいう。 午前とは、９時から１３時までをいう。 

午後とは、１３時から１７時までをいう。 午後とは、１３時から１７時までをいう。 

１日とは、９時から１７時までをいう。 １日とは、９時から１７時までをいう。 

(2) 野球場設備を利用する場合 (2) 野球場設備を利用する場合 

種類 利用料金 

４時間以内 ８時間以内 

場内放送装置一式 ５９０円 １，１９０円 

スコアボード 得点部のみ ２，２３０円 ４，４８０円 

全面表示（ス

ピードガンを

含む） 

４，４８０円 ８，９５０円 

屋内ブルペン １時間につき６１

０円 

 

会議室 ２９０円 ５８０円 

種類 利用料金 

４時間以内 ８時間以内 

場内放送装置一式 ５４０円 １，０８０円 

スコアボード 得点部のみ ２，０３０円 ４，０７０円 

全面表示（ス

ピードガンを

含む） 

４，０７０円 ８，１４０円 

屋内ブルペン １時間につき５５

０円 

 

会議室 ２６０円 ５３０円 
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改正後 改正前 

本部兼審判室 ２２０円 ４４０円 

特観覧席（一室当たり） ２２０円 ４４０円 

放送室兼記録室 １１０円 ２２０円 

エントランスホール（クーラ

ー使用時） 

２，９６０円 ５，９３０円 

衛生費 興行 １１，８６０円 ２３，７３０円 

大会 １，７８０円 ３，５５０円 

練習 １，１８０円 ２，３４０円 
 

本部兼審判室 ２００円 ４００円 

特観覧席（一室当たり） ２００円 ４００円 

放送室兼記録室 １００円 ２００円 

エントランスホール（クーラ

ー使用時） 

２，６９０円 ５，３９０円 

衛生費 興行 １０，７８０円 ２１，５７０円 

大会 １，６２０円 ３，２３０円 

練習 １，０７０円 ２，１３０円 
 

(3) 夜間照明施設利用料金 (3) 夜間照明施設利用料金 

区分 １時間当たりの利用料金 備考 

小・中・高校生 ２，２９０円 １時間未満でも１時間

とみなす。 大学生・一般 ３，４４０円 

職業チーム ５，７５０円 

興行・その他 ５，７５０円 
 

区分 １時間当たりの利用料金 備考 

小・中・高校生 ２，０８０円 １時間未満でも１時間

とみなす。 大学生・一般 ３，１３０円 

職業チーム ５，２３０円 

興行・その他 ５，２３０円 
 

(1)、(2)、(3)を市民以外が利用する場合の利用料金 

市民（本市に居住する者及び本市に事務所を有する団体をいう。）以

外の者が使用する場合の利用料金は、この表に定める利用料金に１００

分の３０に相当する金額を加算した額とする。この場合において、１０

円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。 
 

(1)、(2)、(3)を市民以外が利用する場合の利用料金 

市民（本市に居住する者及び本市に事務所を有する団体をいう。）以

外の者が使用する場合の利用料金は、この表に定める利用料金に１００

分の３０に相当する金額を加算した額とする。この場合において、１０

円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。 
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改正後 改正前 

別表第７（第２３条関係） 別表第７（第２３条関係） 

糸満市西崎総合体育館 糸満市西崎総合体育館 

体育館利用料金 

(1) 専用利用の利用料金 

入場料

の有無 

利用区分 単価 金額 加算額 備考 

入 場 料

を 徴 収

し な い

場合 

ア マ チ ュ ア ス

ポ ー ツ 及 び 体

育 レ ク リ ェ ー

シ ョ ン の 普

及 、 振 興 を 図

る催物の場合 

１ 時 間 に

つき 

１，７８０

円 

  １ 時 間 未

満 の 場 合

は 、 １ 時

間 と み な

す。 

その他 〃 ５，９２０

円 

  〃 

入 場 料

を 徴 収

す る 場

合 

ア マ チ ュ ア ス

ポ ー ツ 及 び 体

育 レ ク リ ェ ー

シ ョ ン の 普

及 、 振 興 を 図

る催物の場合 

〃 ２，９６０

円 

最高入場料

（税込）に

１００を乗

じて得た額

を 加 算 す

る。 

〃 

その他 〃 １１，８６

０円 

〃 〃 

(2) 部分利用の利用料金 

種類 単価 金額 備考 

バスケットボールコー

ト 

１ 面 １ 時

間につき 

１，０６０

円 

１時間未満の場合は、

１時間とみなす。 

体育館利用料金 

(1) 専用利用の利用料金 

入場料

の有無 

利用区分 単価 金額 加算額 備考 

入 場 料

を 徴 収

し な い

場合 

ア マ チ ュ ア ス

ポ ー ツ 及 び 体

育 レ ク リ ェ ー

シ ョ ン の 普

及 、 振 興 を 図

る催物の場合 

１ 時 間 に

つき 

１，６２０

円 

  １ 時 間 未

満 の 場 合

は 、 １ 時

間 と み な

す。 

その他 〃 ５，３８０

円 

  〃 

入 場 料

を 徴 収

す る 場

合 

ア マ チ ュ ア ス

ポ ー ツ 及 び 体

育 レ ク リ ェ ー

シ ョ ン の 普

及 、 振 興 を 図

る催物の場合 

〃 ２，６９０

円 

最高入場料

（税込）に

１００を乗

じて得た額

を 加 算 す

る。 

〃 

その他 〃 １０，７８

０円 

〃 〃 

(2) 部分利用の利用料金 

種類 単価 金額 備考 

バスケットボールコー

ト 

１ 面 １ 時

間につき 

９６０円 

  

１時間未満の場合は、

１時間とみなす。 
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改正後 改正前 

バレーボールコート 〃 ７００円 〃 

バドミントンコート 〃 ２９０円 〃 

ハンドボールコート 〃 ２，１２０

円 

〃 

卓球 １ 台 １ 時

間につき 

１１０円 〃 

(3) 施設設備の利用料金 

種類 単価 金額 備考 

多目的体育室 １ 時 間 に

つき 

４６０円 １時間未満の場合は、

１時間とみなす。 

トレーニングルーム 〃 ２３０円 〃 

会議室 〃 ２３０円 〃 

舞台 〃 ２３０円 〃 

場内放送施設 〃 ２３０円 〃 

電光掲示板 〃 ２３０円 〃 

電灯（１灯につき） 〃 ４０円 〃 

衛生費 大会 〃 ４５０円 〃 

興行 〃 ２，９６０

円 

〃 

ジョギングコース 〃 ６０円 〃 

シャワー １ 人 １ 回

につき 

１１０円  

市民以外が利用する場合の利用料金 

市民（本市に居住する者及び本市に事務所を有する団体をいう。）以

外の者が利用する場合の利用料金は、この表に定める利用料金に１００

バレーボールコート 〃 ６４０円 〃 

バドミントンコート 〃 ２６０円 〃 

ハンドボールコート 〃 １，９３０

円 

〃 

卓球 １ 台 １ 時

間につき 

１００円 〃 

(3) 施設設備の利用料金 

種類 単価 金額 備考 

多目的体育室 １ 時 間 に

つき 

４２０円 １時間未満の場合は、

１時間とみなす。 

トレーニングルーム 〃 ２１０円 〃 

会議室 〃 ２１０円 〃 

舞台 〃 ２１０円 〃 

場内放送施設 〃 ２１０円 〃 

電光掲示板 〃 ２１０円 〃 

電灯（１灯につき） 〃 ３６円 〃 

衛生費 大会 〃 ４１０円 〃 

興行 〃 ２，６９０

円 

〃 

ジョギングコース 〃 ５０円 〃 

〔新設〕 

 

   

市民以外が利用する場合の利用料金 

市民（本市に居住する者及び本市に事務所を有する団体をいう。）以

外の者が利用する場合の利用料金は、この表に定める利用料金に１００
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改正後 改正前 

分の３０に相当する金額を加算した額とする。この場合において、１０

円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。 
 

分の３０に相当する金額を加算した額とする。この場合において、１０

円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。 
 

別表第８（第２３条関係） 別表第８（第２３条関係） 

糸満市西崎多目的広場 糸満市西崎多目的広場 

施設専用利用料金 

利用目的 利用区分 利用料金 

基本利用は、

２時間 

延長１時間あ

たり 

各種スポーツ及び

体育レクリエーシ

ョンの普及振興の

ための催し物又は

これらの練習等の

ための利用 

小・中・高校生 １，１３０円 ５７０円 

大学生・一般・団体・

その他 

２，２９０円 １，１３０円 

その他の催し物の

ための利用 

小・中・高校生 ２，２９０円 １，１３０円 

大学生・一般・団体・

その他 

４，６００円 ２，２９０円 

夜間照明施設利用料金 

団体名 夜間照明を利用する場

合の１時間あたりの利

用料金 

備考 

小・中・高校生 １，１３０円 １時間未満でも１時間とみ

なす。 一般・団体・大学

生 

２，２９０円 

職業チーム ５，７５０円 

施設専用利用料金 

利用目的 利用区分 利用料金 

基本利用は、

２時間 

延長１時間あ

たり 

各種スポーツ及び

体育レクリエーシ

ョンの普及振興の

ための催し物又は

これらの練習等の

ための利用 

小・中・高校生 １，０３０円 ５２０円 

大学生・一般・団体・

その他 

２，０８０円 １，０３０円 

その他の催し物の

ための利用 

小・中・高校生 ２，０８０円 １，０３０円 

大学生・一般・団体・

その他 

４，１８０円 ２，０８０円 

夜間照明施設利用料金 

団体名 夜間照明を利用する場

合の１時間あたりの利

用料金 

備考 

小・中・高校生 １，０３０円 １時間未満でも１時間とみ

なす。 一般・団体・大学

生 

２，０８０円 

職業チーム ５，２３０円 
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改正後 改正前 

その他 １１，５２０円 

市民以外が利用する場合の利用料金 

市民（本市に居住する者及び本市に事務所を有する団体をいう。）以

外の者が利用する場合の利用料金は、この表に定める利用料金に１００

分の３０に相当する金額を加算した額とする。この場合において、１０

円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。 
 

その他 １０，４７０円 

市民以外が利用する場合の利用料金 

市民（本市に居住する者及び本市に事務所を有する団体をいう。）以

外の者が利用する場合の利用料金は、この表に定める利用料金に１００

分の３０に相当する金額を加算した額とする。この場合において、１０

円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。 
 

別表第９（第２３条関係） 別表第９（第２３条関係） 

糸満市西崎陸上競技場 糸満市西崎陸上競技場 

(1) 専用利用の利用料金 (1) 専用利用の利用料金 

利用目的 入 場 料

の有無 

利用区

分 

利用料金 

陸 上 競 技

そ の 他 の

ア マ チ ュ

ア ス ポ ー

ツ 又 は ア

マ チ ュ ア

ス ポ ー ツ

以 外 の ス

ポ ー ツ 及

び 体 育 ・

レ ク リ エ

ー シ ョ ン

の 普 及 振

興 の た め

の 催 物 に

専 用 す

入 場 料

を 徴 収

す る 場

合 

 入場料を徴収しない場合の当該利用料金の

ほか、最高入場料（税込）に１００を乗じ

て得た額を加算する。 

入 場 料

を 徴 収

し な い

場合 

 ９ 時 ～ １

３時 

１３時～

１７時 

９ 時 ～ １

７時 

時間外（１

時 間 に つ

き） 

児 童 ・

生徒 

２，８７

０円 

２，８７

０円 

５，７５

０円 

８００円 

一 般 ・

学生 

５，７５

０円 

５，７５

０円 

１１，５

２０円 

１，６１０

円 

職 業 チ

ーム 

１６，８

００円 

１６，８

００円 

３３，６

１０円 

４，７００

円 

利用目的 入 場 料

の有無 

利用区

分 

利用料金 

陸 上 競 技

そ の 他 の

ア マ チ ュ

ア ス ポ ー

ツ 又 は ア

マ チ ュ ア

ス ポ ー ツ

以 外 の ス

ポ ー ツ 及

び 体 育 ・

レ ク リ エ

ー シ ョ ン

の 普 及 振

興 の た め

の 催 物 に

専 用 す

入 場 料

を 徴 収

す る 場

合 

 入場料を徴収しない場合の当該利用料金の

ほか、最高入場料（税込）に１００を乗じ

て得た額を加算する。 

入 場 料

を 徴 収

し な い

場合 

 ９ 時 ～ １

３時 

１３時～

１７時 

９ 時 ～ １

７時 

時間外（１

時 間 に つ

き） 

児 童 ・

生徒 

２，６１

０円 

２，６１

０円 

５，２３

０円 

７３０円 

一 般 ・

学生 

５，２３

０円 

５，２３

０円 

１０，４

７０円 

１，４６０

円 

職 業 チ

ーム 

１５，２

７０円 

１５，２

７０円 

３０，５

５０円 

４，２７０

円 
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改正後 改正前 

る。 

同 上 の 練

習 の た め

に 専 用 す

る。 

    入場料徴収の有無、利用区分及び時間区分

に応じ、それぞれの額の２分の１とする。 

そ の 他 の

催 物 に 専

用する。 

入 場 料

を 徴 収

す る 場

合 

  入場料を徴収しない場合の当該利用料金の

ほか、最高入場料（税込）に２００を乗じ

て得た額を加算する。 

入 場 料

を 徴 収

し な い

場合 

  ９時～１

３時 

１３時～

１７時 

９時～１

７時 

時間外（１

時 間 に つ

き） 

１１，５

２０円 

１１，５

２０円 

２３，０

３０円 

３，４４０

円 

衛生費 興行 ４時間以内 １１，５２０

円 

８時間以内 ２３，０３

０円 

大会 ４時間以内 １，７２０円 ８時間以内 ３，４４０

円 
 

る。 

同 上 の 練

習 の た め

に 専 用 す

る。 

    入場料徴収の有無、利用区分及び時間区分

に応じ、それぞれの額の２分の１とする。 

そ の 他 の

催 物 に 専

用する。 

入 場 料

を 徴 収

す る 場

合 

  入場料を徴収しない場合の当該利用料金の

ほか、最高入場料（税込）に２００を乗じ

て得た額を加算する。 

入 場 料

を 徴 収

し な い

場合 

  ９時～１

３時 

１３時～

１７時 

９時～１

７時 

時間外（１

時 間 に つ

き） 

１０，４

７０円 

１０，４

７０円 

２０，９

４０円 

３，１３０

円 

衛生費 興行 ４時間以内 １０，４７０

円 

８時間以内 ２０，９４

０円 

大会 ４時間以内 １，５６０円 ８時間以内 ３，１３０

円 
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改正後 改正前 

(2) 個人及び団体練習の利用料金 (2) 個人及び団体練習の利用料金 

利用目的 利用区分 利用料金 備考 

９時～

１３時 

１３時

～１７

時 

１ ７ 時

～ ２ ２

時 

回数券 

陸 上 競 技

そ の 他 の

ア マ チ ュ

ア ス ポ ー

ツ 及 び 体

育 レ ク リ

エ ー シ ョ

ン の 練 習

に 利 用 す

る。 

個人 児 童 ・

生徒 

６０円 ６０円 ６０円 １ １ 枚

 ６ ０

０円 

利用者が利

用の際屋外

照明を点灯

している場

合には、１

人につき児

童・生徒は

３０円、一

般・学生は

６０円を利

用料金に加

算して徴収

する。 

一 般 ・

学生 

１１０

円 

１１０

円 

１１０

円 

１１枚 

１ ， １

００円 

団体 (1) ５０人以上１００人未満の

場合は、１人につき個人利用料

金の１割引 

(2) １００人以上２００人未満

の場合は、１人につき個人利用

料金の２割引 

(3) ２００人以上の場合は、１

人につき個人利用料金の３割引 
 

利用目的 利用区分 利用料金 備考 

９時～

１３時 

１３時

～１７

時 

１ ７ 時

～ ２ ２

時 

回数券 

陸 上 競 技

そ の 他 の

ア マ チ ュ

ア ス ポ ー

ツ 及 び 体

育 レ ク リ

エ ー シ ョ

ン の 練 習

に 利 用 す

る。 

個人 児 童 ・

生徒 

５０円 ５０円 ５０円 １ １ 枚

 ５ ０

０円 

利用者が利

用の際屋外

照明を点灯

している場

合には、１

人につき児

童・生徒は

３０円、一

般・学生は

５０円を利

用料金に加

算して徴収

する。 

一 般 ・

学生 

１００

円 

１００

円 

１００

円 

１１枚 

１ ， ０

００円 

団体 (1) ５０人以上１００人未満の

場合は、１人につき個人利用料

金の１割引 

(2) １００人以上２００人未満

の場合は、１人につき個人利用

料金の２割引 

(3) ２００人以上の場合は、１

人につき個人利用料金の３割引 
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改正後 改正前 

(3) 施設設備の利用料金 (3) 施設設備の利用料金 

種類 利用料金 

９時～１３

時 

１３時～１

７時 

９時～１７

時 

時 間 外 （ １

時 間 に つ

き） 

場内放送装置 １，１３０

円 

１，１３０

円 

２，２８０

円 

５７０円 

会議室 ５７０円 ５７０円 １，１３０

円 

５７０円 

クーラー使用の場合は１時間（１時間未満は１時

間とする。）につき５７０円加算 

屋外照明 

専用利用の場合のみ

徴収する。 

児童・生徒 全点灯 １時間につき １，３８

０円 

２ 分 の １ 点

灯 

１時間につき ６８０円 

一般・学生 全点灯 １時間につき ２，７５

０円 

２ 分 の １ 点

灯 

１時間につき １，３８

０円 

シャワー １人１回につき １１０円 
 

種類 利用料金 

９時～１３

時 

１３時～１

７時 

９時～１７

時 

時 間 外 （ １

時 間 に つ

き） 

場内放送装置 １，０３０

円 

１，０３０

円 

２，０７０

円 

５２０円 

会議室 ５２０円 ５２０円 １，０３０

円 

５２０円 

クーラー使用の場合は１時間（１時間未満は１時

間とする。）につき５２０円加算 

屋外照明 

専用利用の場合のみ

徴収する。 

児童・生徒 全点灯 １時間につき １，２５

０円 

２ 分 の １ 点

灯 

１時間につき ６２０円 

一般・学生 全点灯 １時間につき ２，５０

０円 

２ 分 の １ 点

灯 

１時間につき １，２５

０円 

〔新設〕    
 

(4) 用器具の利用料金 (4) 用器具の利用料金 

種類 利用料金 種類 利用料金 種類 利用料金 

写真判定機 １７，２７

０円 

３，０００ｍ

障害代用縁石 

１１０円 走 幅 ・ 三

段 跳 距 離

測定器 

１１０円 

種類 利用料金 種類 利用料金 種類 利用料金 

写真判定機 １５，７０

０円 

３，０００ｍ

障害代用縁石 

１００円 走幅・三

段跳距離

測定器 

１００円 
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改正後 改正前 

決勝計時審

判台 

１１０円 走高跳用器具

一式 

１１０円 通 告 用 ボ

ックス 

１１０円 

スターター

用拡声器一

式 

１１０円 棒高跳用器具

一式 

１１０円 フ ィ ー ル

ド 競 技 用

ペグ一式 

１１０円 

ハードル一

式 

１１０円 フィールド成

績表示器 

１１０円 テント １１０円 

３，０００

ｍ障害物一

式 

１１０円 投てき距離表

示器 

１１０円 Ｙ Ｏ 式 ス

タ ー ト 発

信装置 

１１０円 

 

決勝計時審

判台 

１００円 走高跳用器具

一式 

１００円 通告用ボ

ックス 

１００円 

スターター

用拡声器一

式 

１００円 棒高跳用器具

一式 

１００円 フィール

ド競技用

ペグ一式 

１００円 

ハードル一

式 

１００円 フィールド成

績表示器 

１００円 テント １００円 

３，０００

ｍ障害物一

式 

１００円 投てき距離表

示器 

１００円 ＹＯ式ス

タート発

信装置 

１００円 

 

※ 上記以外の用器具１点につき ５０円 ※ 上記以外の用器具１点につき ５０円 

市民以外が利用する場合の利用料金 

市民（本市に居住する者及び本市に事務所を有する団体をいう。）以

外の者が利用する場合の利用料金は、上記(1)､(2)､(3)及び(4)の表に定

める利用料金に１００分の３０に相当する金額を加算した額とする。こ

の場合において、１０円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切

り捨てるものとする。 
 

市民以外が利用する場合の利用料金 

市民（本市に居住する者及び本市に事務所を有する団体をいう。）以

外の者が利用する場合の利用料金は、上記(1)､(2)､(3)及び(4)の表に定

める利用料金に１００分の３０に相当する金額を加算した額とする。こ

の場合において、１０円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切

り捨てるものとする。 
 

別表第１０（第２３条関係） 別表第１０（第２３条関係） 

糸満市西崎プール 糸満市西崎プール 

  利用区分 利用料金 備考 

供用利

用 

一般・大学生（市

内） 

１人１回につき ８００円 屋内・屋

外プール利用 

（回数券１１回分  ８，００

０円） 

（１か月定期券  ８，０００

  

  利用区分 利用料金 備考 

供用利

用 

一般 

大学生 

１人１回につき ６２０円 屋内・屋

外プール利用 

（回数券１１回分  ６，２０

０円） 

（１か月定期券  ６，２００
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改正後 改正前 

円） 

１人１回につき ６００円 屋内プー

ル利用 

（回数券１１回分  ６，００

０円） 

（１か月定期券  ６，０００

円） 

一般・大学生（市

外） 

１ 人 １ 回に つ き  １ ， ０ ００ 円  屋

内・屋外プール利用 

（回数券１１回分  １０，０

００円） 

（１か月定期券  １０，００

０円） 

１人１回につき ８００円 屋内プー

ル利用 

（回数券１１回分  ８，００

０円） 

（１か月定期券  ８，０００

円） 

 

高校生（市内） １人１回につき ６００円 屋内・屋

外プール利用 

（回数券１１回分  ６，００

０円） 

（１か月定期券  ６，０００

円） 

１人１回につき ５００円 屋内プー

ル利用 

（回数券１１回分  ５，００

 

円） 

１人１回につき ５２０円 屋内プー

ル利用 

（回数券１１回分  ５，２０

０円） 

（１か月定期券  ５，２００

円） 

〔新設〕  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔新設〕  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

改正後 改正前 

０円） 

（１か月定期券  ５，０００

円） 

高校生（市外） １人１回につき ８００円 屋内・屋

外プール利用 

（回数券１１回分  ８，００

０円） 

（１か月定期券  ８，０００

円） 

１人１回につき ７００円 屋内プー

ル利用 

（回数券１１回分  ７，００

０円） 

（１か月定期券  ７，０００

円） 

 

児 童 ・ 小 中 学 生

（市内） 

１人１回につき ５００円 屋内・屋

外プール利用 

（回数券１１回分  ５，００

０円） 

（１か月定期券  ５，０００

円） 

１人１回につき ４００円 屋内プー

ル利用 

（回数券１１回分  ４，００

０円） 

（１か月定期券  ４，０００

円） 

  

 

 

 

〔新設〕  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

児童・生徒（小・

中・高生） 

１人１回につき ４１０円 屋内・屋

外プール利用 

（回数券１１回分  ４，１０

０円） 

（１か月定期券  ４，１００

円） 

１人１回につき ３００円 屋内プー

ル利用 

（回数券１１回分  ３，００

０円） 

（１か月定期券  ３，０００

円） 
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改正後 改正前 

児 童 ・ 小 中 学 生

（市外） 

１人１回につき ７００円 屋内・屋

外プール利用 

（回数券１１回分  ７，００

０円） 

（１か月定期券  ７，０００

円） 

１人１回につき ５００円 屋内プー

ル利用 

（回数券１１回分  ５，００

０円） 

（１か月定期券  ５，０００

円） 

 

幼児（市内） １人１回につき ２００円 屋内・屋

外プール利用 

（回数券１１回分  ２，００

０円） 

（１か月定期券  ２，０００

円） 

１人１回につき ２００円 屋内プー

ル利用 

（回数券１１回分  ２，００

０円） 

（１か月定期券  ２，０００

円） 

  

幼児（市外） １人１回につき ３００円 屋内・屋

外プール利用 

（回数券１１回分  ３，００

０円） 

 

〔新設〕  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

幼児     １人１回につき ２００円 屋内・屋

外プール利用 

（回数券１１回分  ２，００

０円） 

（１か月定期券  ２，０００

円） 

１人１回につき ２００円 屋内プー

ル利用 

（回数券１１回分  ２，００

０円） 

（１か月定期券  ２，０００

円） 

  

〔新設〕  
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改正後 改正前 

（１か月定期券  ３，０００

円） 

１人１回につき ３００円 屋内プー

ル利用 

（回数券１１回分  ３，００

０円） 

（１か月定期券  ３，０００

円） 

付 添 見 学 者 （ 市

内） 

１人１回につき ４００円  

付 添 見 学 者 （ 市

外） 

１人１回につき ５００円   

専用利

用 

一般・大学生２５

ｍプール（市内） 

１コース１時間につき １，２００円 

ただし、プール利用料金は、別料金 

  

一般・大学生２５

ｍプール（市外） 

１コース１時間につき １，６００円 

ただし、プール利用料金は、別料金 

 

高校生２５ｍプー

ル（市内） 

１コース１時間につき １，０００円 

ただし、プール利用料金は、別料金 

 

高校生２５ｍプー

ル（市外） 

１コース１時間につき １，３００円 

ただし、プール利用料金は、別料金 

 

児童・小中学生２

５ ｍ プ ー ル （ 市

内） 

１コース１時間につき ５００円 

ただし、プール利用料金は、別料金 

 

児童・小中学生２

５ ｍ プ ー ル （ 市

外） 

１コース１時間につき ７００円 

ただし、プール利用料金は、別料金 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

付添見学者   

   

１人１回につき ３００円 

 

 

〔新設〕  

 

  

専用利

用 

一般・大学生２５

ｍプール     

１コース１時間につき １，０３０円 

ただし、プール利用料金は、別料金 

  

〔新設〕  

 

 

〔新設〕 

 

 

 

 

〔新設〕 

 

 

 

 

児童・生徒  ２

５ｍプール   

   

１コース１時間につき ４１０円 

ただし、プール利用料金は、別料金 

 

〔新設〕  
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改正後 改正前 

〔削る〕                            

                                

                                

                                

                                 
 

市民以外が利用する場合の利用料金 

市民（本市に居住する者及び本市に事務所を有する団体をいう。）以

外の者が利用する場合の利用料金は、この表に定める利用料金に１００

分の３０に相当する金額を加算した額とする。この場合において、１０

円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。 
 

別表第１１（第２３条関係） 別表第１１（第２３条関係） 

糸満市西崎庭球場、西崎近隣公園庭球場、みなと公園庭球場 糸満市西崎庭球場、西崎近隣公園庭球場、みなと公園庭球場 

(1) 庭球場利用料金 (1) 庭球場利用料金 

庭球場 利用区分 利用料金 備考 

西崎庭球場 小・中・高校生 １面１時間につき

 １７０円 

１時間未満の場合は、

１時間とみなす。 

一般・大学生 １面１時間につき

 ２８０円 

西崎近隣公

園庭球場・

みなと公園

庭球場 

小・中・高校生 １面１時間につき

 １１０円 

１時間未満の場合は、

１時間とみなす。 

一般・大学生 １面１時間につき

 ２２０円 
 

庭球場 利用区分 利用料金 備考 

西崎庭球場 小・中・高校生 １面１時間につき

 １５０円 

１時間未満の場合は、

１時間とみなす。 

一般・大学生 １面１時間につき

 ２５０円 

西崎近隣公

園庭球場・

みなと公園

庭球場 

小・中・高校生 １面１時間につき

 １００円 

１時間未満の場合は、

１時間とみなす。 

一般・大学生 １面１時間につき

 ２００円 
 

(2) 施設設備の利用料金 (2) 施設設備の利用料金 

利用区分 利用料金 備考 

野外照明 １面１時間につき ２２０円 １ 時 間 未 満 の 場 合

は 、 １ 時 間 と み な

す。 
放送器具利用の電気

施設 

１面１時間につき １１０円 

 

利用区分 利用料金 備考 

野外照明 １面１時間につき ２００円 １ 時 間 未 満 の 場 合

は 、 １ 時 間 と み な

す。 
放送器具利用の電気

施設 

１面１時間につき １００円 
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改正後 改正前 

市民以外が利用する場合の利用料金 

市民（本市に居住する者及び本市に事務所を有する団体をいう。）以

外の者が利用する場合の利用料金は、上記（１）及び（２）の表に定め

る利用料金に１００分の３０に相当する金額を加算した額とする。この

場合において、１０円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り

捨てるものとする。 
 

市民以外が利用する場合の利用料金 

市民（本市に居住する者及び本市に事務所を有する団体をいう。）以

外の者が利用する場合の利用料金は、上記（１）及び（２）の表に定め

る利用料金に１００分の３０に相当する金額を加算した額とする。この

場合において、１０円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り

捨てるものとする。 
 

別表第１２（第２３条関係） 別表第１２（第２３条関係） 

南浜公園多目的広場 南浜公園多目的広場 

施設利用料金 

利用目的 利用区分 利用料金 

基本利用は、２時間 延長１時間あた

り 

ス ポ ー ツ 競 技 及 び

体 育 レ ク リ エ ー シ

ョ ン の 普 及 振 興 の

た め の 催 し 物 又 は

こ れ ら の 練 習 等 の

ための利用 

小 ・ 中 ・

高校生 

２時間につき １，１

３０円 

５７０円 

大 学 生 ・

一 般 ・ 団

体 ・ そ の

他 

２時間につき ２，２

９０円 

１，１３０円 

そ の 他 の 催 し 物 の

ための利用 

小 ・ 中 ・

高校生 

２時間につき ２，２

９０円 

１，１３０円 

大 学 生 ・

一 般 ・ 団

体 ・ そ の

他 

２時間につき ４，６

００円 

２，２９０円 

夜間照明設備利用料金 

施設利用料金 

利用目的 利用区分 利用料金 

基本利用は、２時間 延長１時間あた

り 

ス ポ ー ツ 競 技 及 び

体 育 レ ク リ エ ー シ

ョ ン の 普 及 振 興 の

た め の 催 し 物 又 は

こ れ ら の 練 習 等 の

ための利用 

小 ・ 中 ・

高校生 

２時間につき １，０

３０円 

５２０円 

大 学 生 ・

一 般 ・ 団

体 ・ そ の

他 

２時間につき ２，０

８０円 

１，０３０円 

そ の 他 の 催 し 物 の

ための利用 

小 ・ 中 ・

高校生 

２時間につき ２，０

８０円 

１，０３０円 

大 学 生 ・

一 般 ・ 団

体 ・ そ の

他 

２時間につき ４，１

８０円 

２，０８０円 

夜間照明設備利用料金 
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改正後 改正前 

利用料金 備考 

夜間照明を利用する場合の１時間当

たりの利用料金 ２，８７０円 

１時間未満の場合でも１時間とみ

なす。 

市民以外が使用する場合の利用料金 

市民（本市に居住する者及び本市に事務所を有する団体をいう。）以

外の者が利用する場合の利用料金は、この表に定める利用料金に１００

分の３０に相当する金額を加算した額とする。この場合において１０円

未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。 
 

利用料金 備考 

夜間照明を利用する場合の１時間当

たりの利用料金 ２，６１０円 

１時間未満の場合でも１時間とみ

なす。 

市民以外が使用する場合の利用料金 

市民（本市に居住する者及び本市に事務所を有する団体をいう。）以

外の者が利用する場合の利用料金は、この表に定める利用料金に１００

分の３０に相当する金額を加算した額とする。この場合において１０円

未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。 
 

別表第１３（第２３条関係） 別表第１３（第２３条関係） 

南浜公園市民広場 南浜公園市民広場 

夜間照明設備利用料金 

利用料金 備考 

夜間照明を利用する場合の１時間あたりの

利用料金 １，１３０円 

１時間未満の場合でも1時間

とみなす。 

市民以外が使用する場合の利用料金 

市民（本市に居住する者及び本市に事務所を有する団体をいう。）以

外の者が利用する場合の利用料金は、この表に定める利用料金に１００

分の３０に相当する金額を加算した額とする。この場合において、１０

円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。 
 

夜間照明設備利用料金 

利用料金 備考 

夜間照明を利用する場合の１時間あたりの

利用料金 １，０３０円 

１時間未満の場合でも1時間

とみなす。 

市民以外が使用する場合の利用料金 

市民（本市に居住する者及び本市に事務所を有する団体をいう。）以

外の者が利用する場合の利用料金は、この表に定める利用料金に１００

分の３０に相当する金額を加算した額とする。この場合において、１０

円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 
 

改正後 改正前 

別表第１４（第２３条関係） 別表第１４（第２３条関係） 

南浜公園ゲートボール場 南浜公園ゲートボール場 

夜間照明設備利用料金 

利用料金 備考 

夜間照明を利用する場合の1時間あたりの

利用料金 ５７０円 

１時間未満の場合でも１時

間とみなす。 

市民以外が使用する場合の利用料金 

市民（本市に居住する者及び本市に事務所を有する団体をいう。）以

外の者が利用する場合の利用料金は、この表に定める利用料金に１００

分の３０に相当する金額を加算した額とする。この場合において、１０

円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。 
 

夜間照明設備利用料金 

利用料金 備考 

夜間照明を利用する場合の1時間あたりの

利用料金 ５２０円 

１時間未満の場合でも１時

間とみなす。 

市民以外が使用する場合の利用料金 

市民（本市に居住する者及び本市に事務所を有する団体をいう。）以

外の者が利用する場合の利用料金は、この表に定める利用料金に１００

分の３０に相当する金額を加算した額とする。この場合において、１０

円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。 
 

別表第１５（第２３条関係） 別表第１５（第２３条関係） 

北波平武富公園多目的広場 北波平武富公園多目的広場 

夜間照明設備利用料金 

利用料金 備考 

夜間照明を利用する場合の１時間あたりの

利用料金 ２８０円 

１時間未満の場合でも１時

間とみなす。 

市民以外が使用する場合の利用料金 

市民（本市に居住する者及び本市に事務所を有する団体をいう。）以

外の者が利用する場合の利用料金は、この表に定める利用料金に１００

分の３０に相当する金額を加算した額とする。この場合において、１０

円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。 
 

夜間照明設備利用料金 

利用料金 備考 

夜間照明を利用する場合の１時間あたりの

利用料金 ２５０円 

１時間未満の場合でも１時

間とみなす。 

市民以外が使用する場合の利用料金 

市民（本市に居住する者及び本市に事務所を有する団体をいう。）以

外の者が利用する場合の利用料金は、この表に定める利用料金に１００

分の３０に相当する金額を加算した額とする。この場合において、１０

円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。 
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改正後 改正前 

別表第１７（第２３条関係） 別表第１７（第２３条関係） 

西崎近隣公園野球場、南近隣公園多目的広場、ロンドン杜公園多目的

広場 

西崎近隣公園野球場、南近隣公園多目的広場、ロンドン杜公園多目的

広場 

施設専用利用料金 

利用目的 利用区分 利用料金 

基本利用は、２

時間 

延長１時間あたり 

各種スポーツ及び体

育レクリエーション

の普及振興のための

催し物又はこれらの

練習等のための利用 

小 ・ 中 ・ 高

校生 

１，１３０円 ５７０円 

大 学 生 ・ 一

般 ・ 団 体 ・

その他 

２，２９０円 １，１３０円 

その他の催し物のた

めの利用 

小 ・ 中 ・ 高

校生 

２，２９０円 １，１３０円 

大 学 生 ・ 一

般 ・ 団 体 ・

その他 

４，６００円 ２，２９０円 

市民以外が使用する場合の利用料金 

市民（本市に居住する者及び本市に事務所を有する団体をいう。）以

外の者が利用する場合の利用料金は、この表に定める利用料金に１００

分の３０に相当する金額を加算した額とする。この場合において、１０

円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。 
 

施設専用利用料金 

利用目的 利用区分 利用料金 

基本利用は、２

時間 

延長１時間あたり 

各種スポーツ及び体

育レクリエーション

の普及振興のための

催し物又はこれらの

練習等のための利用 

小 ・ 中 ・ 高

校生 

１，０３０円 ５２０円 

大 学 生 ・ 一

般 ・ 団 体 ・

その他 

２，０８０円 １，０３０円 

その他の催し物のた

めの利用 

小 ・ 中 ・ 高

校生 

２，０８０円 １，０３０円 

大 学 生 ・ 一

般 ・ 団 体 ・

その他 

４，１８０円 ２，０８０円 

市民以外が使用する場合の利用料金 

市民（本市に居住する者及び本市に事務所を有する団体をいう。）以

外の者が利用する場合の利用料金は、この表に定める利用料金に１００

分の３０に相当する金額を加算した額とする。この場合において、１０

円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。 
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改正後 改正前 

別表第１８（第２３条関係） 別表第１８（第２３条関係） 

西崎親水公園（１０工区） 西崎親水公園（１０工区） 

広場専用利用料金 

利用目的 利用区分 利用料金 

基本利用は、２

時間 

延長１時間あた

り 

各種スポーツ及び体

育レクリエーション

の普及振興のための

催し物又はこれらの

練習等のための利用 

小 ・ 中 ・ 高

校生 

６１０円 ３１０円 

大 学 生 ・ 一

般 ・ 団 体 ・

その他 

１，１３０円 ５７０円 

その他の催し物のた

めの利用 

小 ・ 中 ・ 高

校生 

１，１３０円 ５７０円 

大 学 生 ・ 一

般 ・ 団 体 ・

その他 

２，２９０円 １，１９０円 

市民以外が使用する場合の利用料金 

市民（本市に居住する者及び本市に事務所を有する団体をいう。）

以外の者が利用する場合の利用料金は、この表に定める利用料金に１

００分の３０に相当する金額を加算した額とする。この場合におい

て、１０円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるも

のとする。 
 

広場専用利用料金 

利用目的 利用区分 利用料金 

基本利用は、２

時間 

延長１時間あた

り 

各種スポーツ及び体

育レクリエーション

の普及振興のための

催し物又はこれらの

練習等のための利用 

小 ・ 中 ・ 高

校生 

５５０円 ２８０円 

大 学 生 ・ 一

般 ・ 団 体 ・

その他 

１，０３０円 ５２０円 

その他の催し物のた

めの利用 

小 ・ 中 ・ 高

校生 

１，０３０円 ５２０円 

大 学 生 ・ 一

般 ・ 団 体 ・

その他 

２，０８０円 １，０８０円 

市民以外が使用する場合の利用料金 

市民（本市に居住する者及び本市に事務所を有する団体をいう。）

以外の者が利用する場合の利用料金は、この表に定める利用料金に１

００分の３０に相当する金額を加算した額とする。この場合におい

て、１０円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるも

のとする。 
 

附 則 

 この条例は、令和８年５月１日から施行する。 

 


